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（１） この規定は、株式会社琉球エコラインが受託する官公庁省エネ関連業務等に関する

受託単価を定めるものとする。 

 

（２）以下の要件を全て満たす者は受託単価規定を定めるものとする。 

 

① 専門分野における能力・知識・実務経験等を有し、支援活動が行えること。 

② 以下の表の要件を満たすこと。 

省エネルギーに関する技術者 時間単価(税抜) 

以下のいずれかを満たすこと 

• 下記の指定する国家資格を有する者 

• 省エネルギー等関連の実務を５年以上有し、 

職務経歴書等を示せる者 

 

 

 

 

 

 

15,000円 /ｈ 

 

【省エネに関する指定国家資格】 

• 技術士 

• エネルギー管理士 

• 建築士 

• 建築設備士 

• ガス主任技術者 

• 電気工事士(１種) 

• 電気主任技術者 

• 電気工事施工管理技士 

• ボイラー・タービン主任技術者 

• 管工事施工管理技士 

その他上記に類する資格 

 

 

 

以上 


